
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

奈良井川改良事務所では、近年の頻発化・激甚化する水災害に対応するため、

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策事業」として、河川内に堆積し

た土砂の撤去や、水の流れの支障となる樹木の伐採を実施しています。 

この事業で発生した伐採木の無償配布を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～みんなでとりくむ「流域治水」～ 

 
１ 応募資格 
   松本市、塩尻市、山形村、朝日村のいずれかにお住まいの方で、自家消費される方 

 （1世帯当たり 1人のみ） 
 
２ 応募方法 
   「ながの電子申請サービス」又は往復はがきでご応募ください 
   詳細は、奈良井川改良事務所ホームページの応募要領をご覧ください 

（URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html） 

※応募者多数の場合は抽選になります。 
 
３ 応募期間 
   令和６年 2月６日（火）～令和６年２月 15日（木） 
 
４ 配布時期 

令和６年 3月 14日（木）～令和６年３月 16日（土） 

のうち指定した時間内 

 
５ 配布樹木 

   直径 5～20cm程度、長さ 1.8ｍ以下に 
伐採したニセアカシアなど 
（1世帯あたり軽トラック 1 台分） 
 
 

【過去の配布状況】 

長野県（松本建設事務所 奈良井川改良事務所）プレスリリース  令和６年（2024 年）１月２５日 

 

河川内で伐採した木を無償で配布します 

（問合せ先） 

担  当 計画調査係 西村、柄澤 

電  話 0263-40-1970（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  0263-47-7838 

電子ﾒｰﾙ  naraigawa@pref.nagano.lg.jp 

http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html

